
長浜市行政組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１１月１４日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第７４号 

 

長浜市行政組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

長浜市行政組織及び事務分掌規則（平成18年長浜市規則第５号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表中 

「 

文化スポーツ課 スポーツ振興係 文化芸術係 

      」 

を 

「 

文化スポーツ課 スポーツ振興係 文化芸術係 

 （国スポ・障スポ室） 国スポ・障スポ係 

      」 

に改め、同表市民協働部の部国スポ・障スポ大会推進室の項を削る。 

別表第２の（４）市民協働部の文化スポーツ課の表に次のように加える。 

国スポ・障スポ室 

国スポ・障スポ係 

国スポ・障スポに係る総合的な企画及び

調整に関すること。 

 別表第２の（４）市民協働部の国スポ・障スポ大会推進室の表を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


